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2019春季生活闘争は賃金の社会的水準を重視した取り組みを継続するとともに、とりわけ中小企業労働

者や非正規労働者の殊遇改善のためにも、引き続き、生産性三原則に基づいた「賃上げ」「働き方の見直し」

も求めるとともに、働き方を含めた「サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正配分」の流れを継

続・定着させる取り組みを進めます。活力ある社会への転換をはかり、すべての働く者の賃金の「底上げ・底

支え」と「格差是正」のため「働くことを軸とする安心社会」の実現を目指すこととした取り組みの一環で県

北地域協議会の「2019春季生活闘争 地域討論集会を開催しました。

連合岩手からは及川副事務局長にお越しいただき、連合岩手の春闘方針について報告をいただきました。

また、構成組織からは代表者に春闘方針や業種別に抱えている問題点と取り組み状況の報告を行いました。

春闘要求目安：10,500円（①4,800円+②4,400円+③1,300円）

〈考え方〉・・・ 2018年度連合岩手賃金実態調査による算出
①賃金の絶対額を重視した月例賃金の引き上げ

中小組合（300人未満）平均賃金の3％相当の金額を算出

236,597円×2％＝4,731.94円≒4,800円

②賃金カーブ維持分：中小組合（300人未満）全産業男女計の中位賃金の

45歳賃金と18歳賃金の差額を勤続年数27年で割り、1歳あたりの上昇額

（265,100円-14,811円）÷27年＝4,333.3円≒4,400円

③格差是正分：連合加盟組合全体平均額から、2018年連合岩手賃金実態

調査での中小組合（300人未満）を引き、2％相当分の金額を算出

（300,000円-236,597円）×2％＝1,268.26円≒1,300円
連合岩手 及川美佳子副事務局長

雇用形態間格差の是正（非正規労働者の社会的水準の確保）
①「誰もが時給1,000円」を実現する

②すでに時給1,000円超の場合は37円を目安に引き上げる

〈考え方〉

「賃金引上げ要求目安：6,100円（賃上げ4,800円+格差是正分1,300円）」を平成29年

賃金構造基本統計調査の岩手県の所定内実労働時間167時間で割り算出

6,100円÷167時間＝36.52円≒37円

〈連合岩手2019春季生活闘争方針（案）〉
月例賃金の引き上げにこだわり、賃上げの流れを継続・定着させる取り組みを行

う。「大手追従・大手準拠などの構造転換する運動」については企業規模間、雇用

形態間、男女間賃金などの格差は依然として縮まっていない中で、中小企業や非

正規労働者の賃金の「底上げ・底支え」「格差是正」に寄与する取り組みの実効性

を高める。そのためにも、働き方に見合った賃金の絶対額にこだわり、名目賃金の

到達目標の実現と最低到達水準の確保、すなわち「賃金水準の追及」に取り組ん

でいく。

今年の4月から働き方改革関連法

が施行される。時間外労働の上限規

制や年次有給休暇の取得、すべて

の労働者を対象とした労働時間の客

観的把握など義務付けられるので、

しっかりと労働組合としても取り組ん

でいかなければならない。

男女間賃金格差の是正については、

福利厚生、家族手当など生活関連手

当の支給における間接差別の廃止

を求めていく。

初任給については、人手不足も関

わり社会水準の確保には一段と重要

性が高まる。

政策制度の取り組みについては、

春闘における労働諸条件の取り組み

とともに「働ことを軸とする安心社会」

の実現に向けた政策課題を構成組

織や地協と一体となり幅広い運動を

展開する。



岩手県職労二戸支部

委員長 中村康之

人員確保の面では他の自治体か

らの応援が新たな震災により引き

上げされている。人員確保につい

てのツケが回っているのでは・・・

会計年度任用職員についても当局

から該当者への説明が行われてい

ない。

二戸市職労

委員長 田口貴寛

採用試験を行っても辞退

者が多く、1人当たりの仕

事量が増加するので人員

確保について要請を行う。

会計年度職員についても

現状を下回らない殊遇に

するための協議を進めて

行く。

岩教組県北支部

書記長 三浦健二

働き方の見直しに力を入れてい

る。超過勤務が月80時間、100

時間を超えている人もいる。各

教育委員会ごとに労働安全委

員会の設置を引き続き求めて

いく。あわせて人員確保への課

題にも取り組んでいく。

ＪＰ労組県北支部

委員長 中田茂

今年から3回の意見集約を行

い組合員の意見を吸い上げ

ている。雇用形態での賃上げ、

超過勤務手当の割増、非正

規から正社員への登用の条

件緩和、福利厚生の充実な

ど幅広く要求を行って行く。

高教組二戸支部

支部長 坂川章浩

タイムカードが導入されたが、

基本的な時間管理はタイム

カードでは管理されていない。

実際には持ち帰り残業もあり、

打刻後の仕事がある実態が

あり、この点についての取り

組みが重要である。

東京銀座ファッションユニオン

委員長 角田直人

慢性的な人材不足であり、初

任給を含めて若年層の賃上

げに対し、ベテランの賃上げ

が追い付いていないので、こ

の点の賃上げと定年延長に

取り組む。有給休暇の取得に

ついては労使で協議を進めて

いく。

東北労金労組二戸分会

分会長 西村佳織

正社員への人事制度が導入

され、登用制度への取り組

みを見ながら、人材確保と定

着化、モチベーション向上と

生産性の向上といって好循

環の形成に取り組む。諸制

度や諸手当など厚生処遇の

実現を目指す。

全自交玉川観光支部

委員長 東舘政芳

中途採用が多いので、退職金

の創設を目指す。県には観光

の誘致を要請している。小さい

地域に行くとドライバーが最低

賃金も知らない実情があり、運

転者の最低賃金ということも考

えて欲しい。ライドシェア反対も

継続していく。

東北電労二戸支部

委員長 泉山晃樹

賃上げと年間一時金は昨年

同様を要求していく。仕事と

私生活との調和を図る環境

整備という事で年間総労働

時間の短縮について取り組

み、新制度に向けた取り組

みを進めて行く。

ＰＪ二戸フーズ労働組合は欠席でしたが、①日給制度が月給制

度に変更したのでベースアップでの賃上げ ②退職金規定を

引き下げ前に戻す ③年間休日の増加 ④定年延長などに取

り組むと報告を受けております。討論集会後は当地協幹事と連

合岩手の及川副事務局長と更に具体的な意見交換会を実施い

たしました。
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